
もっとこの構想を知りたい！ 高知県　日本一　構想 検索 クリック！

「日本一の健康長寿県構想」についての 問い合わせ　：　県健康長寿政策課　tel 088-823-9683

テーマ お問い合わせ先 相談時間等
※祝日、年末年始を除く

障害者の雇用促進に関する相談

県障害保健支援課　　　　  　　　  tel　088-823-9560 月～金 　8:30～17:15

安芸公共職業安定所　　　　　　 　tel　0887-34-2111
高知公共職業安定所　　　　　　　 tel　088-878-5323
　　　　〃　　　　（香美出張所） tel　0887-53-4171
いの公共職業安定所　　　　　　　 tel　088-893-1225
須崎公共職業安定所　　　　　　　 tel　0889-42-2566
四万十公共職業安定所　　　　　　 tel　0880-34-1155

月～金 　8:30～17:15

子どもの発達に関する相談

県立療育福祉センター
　 発達障害者支援センター　　　　tel　088-844-1247
　 通園事業部　　　   　　　　　　tel　088-844-5155
県中央児童相談所
　 心理支援部　　　　　　　　　　tel　088-821-6700
　 心理支援部（療育手帳関係）　　tel　088-844-0035
県幡多児童相談所　　　　　　　　 tel　0880-37-3159

月～金　8:30～17:15

子どもの相談
・虐待、不登校、非行相談
・しつけ、性格、心身の発達相談
・児童の養護に関する相談

県中央児童相談所　　  　　　　 　 tel　088-821-6700
月～金　8:30～17:15

・児童虐待は24時間対応県幡多児童相談所　　  　　　　 　 tel　0880-37-3159

子どもと家庭の110番　　　　　　 tel　088-872-0099 毎 日 　9:00～18:00
（年末年始を除く）

児童家庭支援センター
　 高知みその（高知市）　　　　　tel　088-872-6488
 　高知ふれんど（高知市）　　　　tel　088-803-5550
　 ひだまり（佐川町）　　　　　　tel　0889-20-0203
    わかくさ（四万十市）　　　　　tel　0880-31-0311
　 ぷらうらんど（田野町）　　　　tel　0887-37-9915
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お問い合わせ先等は県子ども・子育て支援課のホームページをご覧ください。

最寄りの相談窓口 所管区域 電話番号

安芸福祉保健所 室戸市･安芸市･東洋町･奈半利町･田野町･安田町･北川村･馬路村･芸西村 0887-34-3175

中央東福祉保健所 南国市･香南市･香美市･本山町･大豊町･土佐町･大川村 0887-53-3171

中央西福祉保健所 土佐市･いの町･仁淀川町･佐川町･越知町･日高村 0889-22-1240

須崎福祉保健所 須崎市･中土佐町･梼原町･津野町･四万十町 0889-42-1875

幡多福祉保健所 宿毛市･土佐清水市･四万十市･大月町･三原村･黒潮町 0880-35-5979

高知市保健所 高知市
健康増進課
088-803-8005
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 （１）健康づくりと疾病予防

　
 【子どもの頃からの健康づくりの推進】

■小中高校生を対象にした副読本を活用した健康教育の実施率は100％で推移しています。

■朝食摂取率は全国平均より低く、目標値に届いていません。
 ⇒ 学校における健康教育では、知識の習得だけでなく家庭などでの実践につなげる取組の充実
  が必要です。

【高知家健康パスポート事業による県民の健康づくりの推進】

■高知家健康パスポート事業（H28～）は、全市町村において活用されているとともに、県内全域 
 で参加施設として民間企業等から協力を得て、官民協働の事業展開を進めることができました。

■健康パスポートを活用して健康づくりに取り組む県民は、R2年度は新型コロナウイルス感染症
 の影響で増加スピードが鈍化しました。また、取得者の男女比では男性が女性に比べて少ない状
 況（男女比およそ１：２）です。
 ⇒ 男性の健康パスポート取得者を増やすことや、新しい生活様式に対応した健康づくり活動を
   促進する取組が必要です。
■働き盛りの健康づくりの推進には、１日３分の１を過ごす職場での健康管理が重要です。

■健康づくりに関心のある事業所が増えてきています。

■健康パスポートを活用して健康経営に取り組む事業所が増えてきています。

 ⇒ 規模の小さい中小企業が多い本県において、健康経営の取組の波及には気軽に取り組める
   優良事例の紹介など支援が必要です。

【高知家健康づくり支援薬局による県民の健康づくり】 

■高知家健康づくり支援薬局の整備が進んでいます(R3年3月末現在：311薬局)が、薬局の地域
 偏在が課題です。

 ⇒ 健康サポート活動の強化とともに、薬局、薬剤師が少ない地域をカバーする体制が必要です。

【生活習慣病予防に向けたポピュレーションアプローチの強化】

■65歳までに亡くなる人数を死因別に全国と比較すると、不慮の事故を除いて、がん、脳卒中、 
 心疾患の生活習慣病の割合が高い状況です。

■一日平均歩数や飲酒している者の割合といった保健行動の指標が、全国と比較して悪く、県の
 定めた目標値に達していません。

 ⇒ がん、脳卒中、心疾患の生活習慣病の発症リスクを高めている肥満や血糖値上昇を改善する
   ため、健康的な行動を促す普及啓発が必要です。

【フレイル予防の推進】
   （※フレイルとは･･･高齢者が加齢によって心身ともに虚弱になった状態）

■高齢者は、加齢に伴う身体機能の低下や、複数の慢性疾患の罹患に加え、身体的、精神・心理的、
 社会的な脆弱性といった多様な課題と不安を抱えやすく、フレイル状態になりやすい傾向にあり
 ます。

 ⇒できるだけ要支援・要介護状態に
  ならないための取り組みを強化する
  ことにより、QOLの維持・向上に努
  め、健康寿命の延伸につなげること
  が必要です。

【子どもの頃からの健康づくりの推進】
■学校・家庭・地域が連携して取組を推進
 ・健康教育の中核となる教員の研修の実施や健康
  教育副読本を活用した取組の充実を図ります。
 ・課題校で朝食の大切さ及び将来に向けた健康教育
  を実施します。
 ・ヘルスメイトが授業等で健康教育を実施し、
  子どもから家庭（保護者）への健康教育の波及を
  促進します。
  ※ヘルスメイト（食生活改善推進員）
   食を通じた健康づくりをすすめるボランティアで、
   各地域で様々な食育活動に取り組む住民組織

【高知家健康パスポート事業による県民の健康づくりの推進】
 ・健康パスポートアプリを機能強化し、希望する利用者にデジタル版パスポートとして活用で
  きるようにすることで、新しい生活様式に対応した健康づくりを促進します。
 ・健康経営アワードなどの優良事例の横展開に向けた実践知をライブラリー化し、これから
  健康経営に取り組もうとする事業所を支援します。

【高知家健康づくり支援薬局による県民の健康づくり】
■「高知家健康づくり支援薬局」を活用した県民の健康づくりの推進
 ・地域に密着した健康情報拠点として、薬局内外での県民の健康づくりや医薬品の適正使用を
  推進します。
 ・地域の薬局間の連携により、薬剤師が広域に地域の健康づくり活動等に参加する体制を整備
      します。

【生活習慣病予防に向けたポピュレーションアプローチの強化】
■生活習慣病予防の総合啓発「高知家健康チャレンジ」による生活習慣病発症リスクの改善
 ・生活習慣病発症リスクを高める肥満や血糖値上昇を改善するため、「減塩」「野菜摂取」
  「運動」「節酒」「禁煙」について、日常生活で取り組める健康的な行動を、テレビCM
  などを通じて啓発していきます。
 ・高知家健康チャレンジと連携した量販店等による取り組みを促し、官民協働による健康
  づくりの環境整備を図ります。

【フレイル予防の推進】
■フレイル予防の普及・啓発
 ・講演会の開催などフレイル予防の普及・啓発を実施します。
 ・住民主体による通いの場の整備と参加を促進します。
 ・フレイルチェックシート、後期高齢者の健診質問票等を活用した健康チェックの実施をすす
  めます。

■人材の育成
 ・市町村等を対象としたフレイル予防研修会等を実施します。

■地域での取り組み
 ・あったかふれあいセンター等でのフレイル予防の取り組みをすすめます。

 ・フレイル予防の推進に取り組む市町村を支援します。
■オーラルフレイル予防（運動・口腔・栄養の複合プログラム）
 ・高知県版「オーラルフレイル予防複合プログラム」を作成します。

 ・モデル市町村の通いの場でプログラムを実践します。

   
   

  

フレイル予防

身体活動
運動、社会活動な
ど
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 ・市町村等を対象としたフレイル予防研修会等を実施します。

■地域での取り組み
 ・あったかふれあいセンター等でのフレイル予防の取り組みをすすめます。

 ・フレイル予防の推進に取り組む市町村を支援します。
■オーラルフレイル予防（運動・口腔・栄養の複合プログラム）
 ・高知県版「オーラルフレイル予防複合プログラム」を作成します。

 ・モデル市町村の通いの場でプログラムを実践します。

   
   

  

フレイル予防

身体活動
運動、社会活動な
ど

社会参加
就労、余暇活動、
ボランティア

栄養

あったかふれあいセンターでの介護予
防いきいき百歳体操の実施等

あったかふれあいセンターなどの
集いの場への参加等

食・口腔機能

栄養士による食事指導や
歯科衛生士等による歯科
指導等

拡

新

現状・課題 令和３年度の取り組み

P.47 特集②生活習慣病予防に向けた
     ポピュレーションアプローチの強化

P.46 特集①高知家健康パスポート事業
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　（２）疾病の早期発見・早期治療

現状・課題 令和３年度の取り組み

健康維新の志士
けん　しん太郎くん

拡

新

【がん検診の受診促進】
■検診対象者と未受診者への受診勧奨の徹底
 ・検診対象者に検診案内の郵送や、個別訪問によって受診を呼び掛けます。
 ・検診未受診者には、市町村からの電話や郵送、訪問などによって再度、受診を
  呼び掛けます。

 ・精密検査未受診者には、電話などによって受診を勧めます。

 ・国保加入者への通知と併せた検診の案内や、JA、商工会等を通じた受診勧奨を実施します。
■セット検診日の拡大
 ・市町村の５つのがん検診のセット化を促進します。
■新たな媒体への広告掲載
 ・テレビ、新聞、ラジオに加えて、新たにインターネット、SNSを活用し、県民の皆さんに
  周知します。

【特定健診の受診率向上・特定保健指導の強化】
■特定健診の受診促進
 ・リーフレット等を活用し、特定健診対象前世代への特定健診の大切さの啓発と、40歳代前
  半・60歳に加え、50歳への受診勧奨を行います。（市町村国保）
■特定保健指導実施体制の充実
 ・特定保健指導を受けやすい職場環境づくりを健康経営の一つとして推奨していきます。

【血管病重症化予防対策の推進（糖尿病性腎症対策）】
■糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく取組の推進
　・ブロック単位の糖尿病対策会議において、保険者による保健指導効果を共有し、高リスク者
  を医療機関から保険者へつなぐルートの活用を促進します。
 ・プログラムによる介入結果をレセプト等から把握する評価支援システムを開発し、市町村で
  の活用をすすめます。
■糖尿病性腎症透析予防強化事業の推進
　・数年後に透析導入が予測される患者に対する介入結果を定期的に把握し、効果検証の実施と
  新たな介入対象者の追加を行うことで透析導入時期の遅延を図る取組を強化します。
■糖尿病発症・重症化予防施策評価会議での成果検証等
 ・糖尿病等の血管病の発症予防及び重症化予防の施策の進捗管理・成果検証等を行います。

■医療機関における質の高い医療提供及び適切な生活指導の強化
 ・モデルとなる基幹病院において血管病調整看護師を育成し、生活指導体制の充実を図ること  
  で、地域ごとに段階的に重症化しやすい患者の療養支援を強化します。

 ・患者への服薬指導用資材の作成と、薬剤師に研修を実施することで服薬中断を防ぐ取組の充
  実を図ります。
 ・糖尿病患者を歯周病治療につなげるための「医科歯科連携パンフレット」を作成し、医療機関
  での活用をすすめます。
■発症予防のための基盤整備
 ・県民を対象に糖尿病に関する公開講座の開催や、糖尿病予備群にあたる方が身近な生活の場
  で相談できる機関・団体のリストを作成し周知していきます。

【血管病重症化予防対策の推進（循環器病対策）】

■禁煙支援・高血圧予防
 ・禁煙治療を行う医師や保健指導を行う保健師等を対象としたe-ランニング研修を実施します。

 ・医療機関、健診機関、薬局等と連携して、家庭血圧の測定と記録の必要性の指導の充実に取 
  り組みます。

 ・市町村国保の集団健診で実施する１日の推定塩分摂取量の測定結果の活用により、高血圧予
  防に向けた減塩指導の充実に取り組みます。
■ハイリスク者の未治療・治療中断者への受診勧奨

 ・脳梗塞等を引き起こす高血圧、高脂血症等の治療中断者等を適切な医療につなげるため、モ
  デル市町村で、ＡＩが予測した治療復帰確率等を活用し、はがきによる受診勧奨を行います。

【特定健診の受診率向上・特定保健指導の強化】

■特定健診受診率（市町村国保：R1年度）は、H21年度から13.1ポイント上昇したものの、目標の 
 70％には到達していません。特定保健指導実施率（市町村国保：R1年度） は、H21年度から6.4 
 ポイントと上昇傾向にありますが、目標の45％には到達していません。 
 ⇒ 特定健診の受診勧奨と、対象者（従業員）が特定保健指導を受けやすい環境づくりなど事業者
   の理解が必要です。

【血管病重症化予防対策の推進（糖尿病性腎症対策）】

■特定健診結果やレセプトデータから未治療ハイリスク者、治療中断者への受診勧奨と、治療中で
 重症化リスクの高い者へのかかりつけ医と連携した保健指導を行う重症化予防プログラムと、透
 析導入が数年後に予測される患者に対し、市町村などの保険者と医療機関が連携して強力に保健
 指導を行うプログラムを推進しています。
 ⇒ 医療機関から高リスク者を保険者につなぐルートの活用や、介入結果の評価や有効性の検証を
   行い、血管病重症化リスクの高い者や糖尿病性腎症患者の支援のため、医療機関をはじめとす
   る関係機関や市町村等との連携強化が必要です。

【血管病重症化予防対策の推進（循環器病対策）】

■医療機関や健康づくり支援薬局等と連携した禁煙支援や、家庭血圧測定の普及に取り組み、禁煙
 成功率は上昇傾向、収縮期血圧の平均値は横ばい傾向ですが、脳卒中や心筋梗塞などの重篤な循
 環器疾患の死亡は33％（Ｒ１年度）を占めています。
 ⇒ 発症の２大リスクである喫煙と高血圧に対する対策の充実強化及び脳梗塞等のリスクとなる
   高血圧、高脂血症等の患者を適切な医療に結びつけるため、未治療や治療中断者への受診勧
   奨が必要です。
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【がん検診の受診促進】

■検診対象者への個別通知と未受診者への再勧奨や、マスメディアを活用した受診勧奨を行ってい
 ます。

■がん検診の受診率は上昇したものの、胃・大腸・子宮頸がん検診については目標の50％には届い
 ていません。
 ⇒ 検診対象者に検診の受診を継続して呼びかけていくことが必要です。

■がん検診を受けない理由の上位は「忙しい」「必要時受診」「面倒」となっています。

 ⇒ 無症状の時に受診する必要性を周知していくことが必要です。
 ⇒ 利便性を考慮した検診体制の継続が必要です。
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P.48　特集③血管病重症化予防対策の推進

出典：R2年県民世論調査
  （40～59歳 複数回答）
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　（２）疾病の早期発見・早期治療

現状・課題 令和３年度の取り組み

健康維新の志士
けん　しん太郎くん

拡

新

【がん検診の受診促進】
■検診対象者と未受診者への受診勧奨の徹底
 ・検診対象者に検診案内の郵送や、個別訪問によって受診を呼び掛けます。
 ・検診未受診者には、市町村からの電話や郵送、訪問などによって再度、受診を
  呼び掛けます。

 ・精密検査未受診者には、電話などによって受診を勧めます。

 ・国保加入者への通知と併せた検診の案内や、JA、商工会等を通じた受診勧奨を実施します。
■セット検診日の拡大
 ・市町村の５つのがん検診のセット化を促進します。
■新たな媒体への広告掲載
 ・テレビ、新聞、ラジオに加えて、新たにインターネット、SNSを活用し、県民の皆さんに
  周知します。

【特定健診の受診率向上・特定保健指導の強化】
■特定健診の受診促進
 ・リーフレット等を活用し、特定健診対象前世代への特定健診の大切さの啓発と、40歳代前
  半、60歳に加え、50歳への受診勧奨を行います。（市町村国保）
■特定保健指導実施体制の充実
 ・特定保健指導を受けやすい職場環境づくりを健康経営の一つとして推奨していきます。

【血管病重症化予防対策の推進（糖尿病性腎症対策）】
■糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく取組の推進
　・ブロック単位の糖尿病対策会議において、保険者による保健指導効果を共有し、高リスク者
  を医療機関から保険者へつなぐルートの活用を促進します。
 ・プログラムによる介入結果をレセプト等から把握する評価支援システムを開発し、市町村で
  の活用をすすめます。
■糖尿病性腎症透析予防強化事業の推進
　・数年後に透析導入が予測される患者に対する介入結果を定期的に把握し、効果検証の実施と
  新たな介入対象者の追加を行うことで透析導入時期の遅延を図る取組を強化します。
■糖尿病発症・重症化予防施策評価会議での成果検証等
 ・糖尿病等の血管病の発症予防及び重症化予防の施策の進捗管理・成果検証等を行います。

■医療機関における質の高い医療提供及び適切な生活指導の強化
 ・モデルとなる基幹病院において血管病調整看護師を育成し、生活指導体制の充実を図ること  
  で、地域ごとに段階的に重症化しやすい患者の療養支援を強化します。

 ・患者への服薬指導用資材の作成と、薬剤師に研修を実施することで服薬中断を防ぐ取組の充
  実を図ります。
 ・糖尿病患者を歯周病治療につなげるための「医科歯科連携パンフレット」を作成し、医療機関
  での活用をすすめます。
■発症予防のための基盤整備
 ・県民を対象に糖尿病に関する公開講座の開催や、糖尿病予備群にあたる方が身近な生活の場
  で相談できる機関・団体のリストを作成し周知していきます。

【血管病重症化予防対策の推進（循環器病対策）】

■禁煙支援・高血圧予防
 ・禁煙治療を行う医師や保健指導を行う保健師等を対象としたe-ランニング研修を実施します。

 ・医療機関、健診機関、薬局等と連携して、家庭血圧の測定と記録の必要性の指導の充実に取 
  り組みます。

 ・市町村国保の集団健診で実施する１日の推定塩分摂取量の測定結果の活用により、高血圧予
  防に向けた減塩指導の充実に取り組みます。
■ハイリスク者の未治療・治療中断者への受診勧奨

 ・脳梗塞等を引き起こす高血圧、高脂血症等の治療中断者等を適切な医療につなげるため、モ
  デル市町村で、ＡＩが予測した治療復帰確率等を活用し、はがきによる受診勧奨を行います。

【特定健診の受診率向上・特定保健指導の強化】

■特定健診受診率（市町村国保：R1年度）は、H21年度から13.1ポイント上昇したものの、目標の 
 70％には到達していません。特定保健指導実施率（市町村国保：R1年度） は、H21年度から6.4 
 ポイントと上昇傾向にありますが、目標の45％には到達していません。 
 ⇒ 特定健診の受診勧奨と、対象者（従業員）が特定保健指導を受けやすい環境づくりなど事業者
   の理解が必要です。

【血管病重症化予防対策の推進（糖尿病性腎症対策）】

■特定健診結果やレセプトデータから未治療ハイリスク者、治療中断者への受診勧奨と、治療中で
 重症化リスクの高い者へのかかりつけ医と連携した保健指導を行う重症化予防プログラムと、透
 析導入が数年後に予測される患者に対し、市町村などの保険者と医療機関が連携して強力に保健
 指導を行うプログラムを推進しています。
 ⇒ 医療機関から高リスク者を保険者につなぐルートの活用や、介入結果の評価や有効性の検証を
   行い、血管病重症化リスクの高い者や糖尿病性腎症患者の支援のため、医療機関をはじめとす
   る関係機関や市町村等との連携強化が必要です。

【血管病重症化予防対策の推進（循環器病対策）】

■医療機関や健康づくり支援薬局等と連携した禁煙支援や、家庭血圧測定の普及に取り組み、禁煙
 成功率は上昇傾向、収縮期血圧の平均値は横ばい傾向ですが、脳卒中や心筋梗塞などの重篤な循
 環器疾患の死亡は33％（Ｒ１年度）を占めています。
 ⇒ 発症の２大リスクである喫煙と高血圧に対する対策の充実強化及び脳梗塞等のリスクとなる
   高血圧、高脂血症等の患者を適切な医療に結びつけるため、未治療や治療中断者への受診勧
   奨が必要です。
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【がん検診の受診促進】

■検診対象者への個別通知と未受診者への再勧奨や、マスメディアを活用した受診勧奨を行ってい
 ます。

■がん検診の受診率は上昇したものの、胃・大腸・子宮頸がん検診については目標の50％には届い
 ていません。
 ⇒ 検診対象者に検診の受診を継続して呼びかけていくことが必要です。

■がん検診を受けない理由の上位は「忙しい」「必要時受診」「面倒」となっています。

 ⇒ 無症状の時に受診する必要性を周知していくことが必要です。
 ⇒ 利便性を考慮した検診体制の継続が必要です。
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 （１）高知版地域包括ケアシステムの構築

現状・課題 令和３年度の取り組み

【訪問看護サービスの充実】

■不採算地域への訪問看護サービスの助成により、医療依存度の高いケースでも訪問看護を利用
 して在宅で生活を送られている方々がおられます。（H30に訪問回数の算定方法の見直しを行
 いました。）
■訪問看護師数は全国を上回る割合で増加していますが、小規模の訪問看護ステーションが多く、
 重症度の高い利用者の対応や、地域への活動が少ない訪問看護ステーションが一定数存在しま
 す。（R2年度機能強化型訪問看護管理療養費加算を取得しているステーションは５カ所のみ）

 ⇒ 訪問看護師数のさらなる増加とともに、質の向上が必要です。

 

○遠隔地への訪問看護回数（補助回数）
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R3、2月末現在（県訪問介護連絡協議会調べ）

【訪問看護サービスの充実】

■訪問看護師の人材確保と育成
 ・新人･新任の訪問看護師への研修と継続的な育成支援を行うとともに、研修参加期間中の
  人件費を支援します。
 ・訪問看護ステーションに、機能強化型訪問看護管理加算取得のための支援を行います。
 ・訪問看護師の学習・研修の支援を行います。
新

【在宅医療の推進】

■療養が必要になっても居宅において生活したいという県民の高いニーズがある一方で、高齢
 者が多く家庭の介護力が弱いことや、訪問診療・訪問看護事業所の不足や地域偏在といった
 状況があります。

 ⇒ 在宅医療を選択できる環境の整備や入院から退院、在宅までの切れ目のない支援が必要です。

高知県 全国 高知県 全国

高齢者向け６施設の病床数等（75歳以上人口千人当たり）

医療療養病床

介護療養病床

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

有料老人ホーム

サービス付き高齢者住宅

介護療養病床

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

有料老人ホーム

サービス付き高齢者住宅

高齢者向け6施設の病床数等（75歳以上人口千人当たり）

【在宅医療の推進】

■在宅医療を行う医療機関の確保
 ・在宅医療に新たに取り組むまたは拡充を行う医療機関の初期投資への支援を行います。

■転院→退院→在宅の流れを支援するしくみづくり 
 ・退院支援指針を活用した、入退院支援体制の構築及び人材育成を行います。
 ・在宅医療に係る多職種間の迅速な情報共有を可能とする「高知家＠ライン」を活用した 
  連携体制の構築に取り組みます。

■ICTを活用した医療介護情報ネットワークの推進
 ・医療機関や薬局、介護施設などでICTを活用して患者の診療、服薬、介護に関する情報を
  ネットワークでつなぐ｢高知あんしんネット｣「はたまるねっと」の構築を推進します。

拡

拡

【在宅療養体制の充実】

■小規模多機能型居宅介護事業所等の整備や高齢者の住まいの確保対策への支援
 ・小規模多機能型居宅介護事業等の整備や既存の施設等を活用した住まいの整備を行う市町
  村に対し、施設の整備にかかる経費への助成を行います。

■ＩＣＴを活用した高齢者の見守り支援
 ・認知症を理由とする行方不明高齢者が年々増加する中、早期発見に向けて、GPS機能を活用した見
　　　守りサービスを実施する市町村への助成を行います。
 ・あったかふれあいセンター等の場を活用した、薬局薬剤師によるオンラインでのお薬出前講座の開催や個
　　　別のお薬相談の実施など、薬局のない、あるいは少ない地域での在宅服薬支援の体制を整備します。

■在宅支援に取り組む医療機関の確保に向けた取り組み
 ・在宅医療に取り組むまたは拡充を行う医療機関に対する初期投資への支援や、在宅医療・その経営等
　　　に関する知識を習得するための研修会の実施やアドバイザーの派遣を行います。

新

新

新

新

P.49 特集④在宅療養体制の推進

P.50 特集⑤「高知あんしんネット」や「はたまるねっと」を
活用した安全・安心な医療の推進

【在宅療養体制の充実】

■本県では、病床数が多く（10万人当たり全国1位）、高齢者向け施設は少ない（全国下位）
 状況です。また、医療提供施設へのアクセスが不利な中山間地域が多く、都市部と中山間地
 域の医療提供体制には大きな差があります。しかし、県民世論調査（Ｈ30年度）では、自宅
 での療養を望む人の割合が44.7％となっています。

 ⇒ 在宅医療を選択できる環境の整備や在宅療養の
  推進に資する新たな施策が必要です。
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現状・課題 令和３年度の取り組み
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 （１）高知版地域包括ケアシステムの構築

現状・課題 令和３年度の取り組み

【在宅歯科医療の推進】

■在宅歯科連携室を核とした在宅歯科診療の促進
 ・医科･介護等との連携、相談窓口、訪問歯科診療の調整機能を強化します。

 ・他職種連携協議会を開催し、関係機関の連携強化を図ります。

■在宅歯科医療への対応力の向上
 ・摂食・嚥下機能を評価し対応することができる歯科医師と介護現場をつなぎ、食支援に
  おける歯科医療従事者の役割を拡大します。

○在宅歯科連携室の活動状況の推移

【在宅歯科医療の推進】

■病気や障害、加齢に伴う身体機能の低下などで、通院が困難な方の歯科治療や口腔機能の改
 善を図るため、H23年度に高知市、H29年度に幡多圏域、R元年度に安芸圏域に在宅歯科連
 携室を開設し、全県的な訪問歯科診療のサービス調整体制を構築しましたが、今後も在宅歯
 科ニーズの増加が見込まれています。
 
 ⇒ 地域包括ケアを推進するため、在宅歯科に関わる人材確保及び資質の向上が必要です。
   特に歯科衛生士の地域偏在や摂食・嚥下機能の維持向上支援が課題となっています。

【地域ニーズに応じた介護サービス提供の体制づくり】

■第7期介護保険事業支援計画（H30～R2）にもとづく特別養護老人ホームなどの施設整備を 
 進めてきました。

■中山間地域における介護サービスの確保や、地域の多様なニーズに対応可能な福祉サービス
 提供施設の整備に取り組んできましたが、県内の多くを占める中山間地域は、多様な介護
 ニーズがありながら利用者が点在しているため、訪問サービス等の効率が悪くなっています。
 
 ⇒ 地域のニーズに応じた介護サービス提供に
  対する支援が必要です。

【地域ニーズに応じた介護サービス提供の体制づくり】

■地域の実情に応じた計画的な介護サービスの確保
 ・第8期介護保険事業支援計画（R3～R5）に基づく施設整備を進めます。

■防災対策の観点を加えた転換支援
 ・療養病床から介護医療院等への転換整備を支援します。

 ・防災対策上の観点も踏まえ、耐震化等整備を行う場合への上乗せ助成により療養病床の転
  換を促進します。

■中山間地域の介護サービスの確保
 ・中山間地域の介護サービスの充実を図るため、訪問や送迎に要する時間や地域の利用者数 
  に応じた支援を実施します。

訪問先

事業所から20分
以上1時間未満

事業所から1時間以上
サービス提供
（35％加算）

事業所

サービス提供
（15％加算）

訪問先

中山間地域
（特別地域加算対象地域）

■地域の多様なニーズに対応可能な福祉サービス提供施設の整備
 ・地域密着型サービスの整備等を支援します。
 ・小規模複合型サービスの整備を促進します。

高知県調べ
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 （１）高知版地域包括ケアシステムの構築

現状・課題 令和３年度の取り組み
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目標
８０％

全国

位

【総合的な認知症施策の推進】

■認知症高齢者は令和17年まで増加を続け、令和７年には65歳以上人口のうち５人に１人が
 認知症となると推計されています。 

 ⇒ 認知症は誰もがなりうる身近なもので、地域地域で認知症の人が認知症とともに住み続 
   けられる地域づくりが必要です。

【総合的な認知症施策の推進】

■認知症に関する理解促進
 ・認知症のセルフチェックもできるリーフレット等により、認知症に関する知識の普及啓発
  を促進します。
■ゲートキーパー機能の強化
 ・かかりつけ医の認知症対応力向上研修後のフォローアップに取り組みます。
■認知症の早期発見・医療体制の充実
 ・相談員を配置するなど、認知症疾患医療センターの体制を強化します。
■地域で安心して生活できる支援体制の充実
 ・認知症のご本人や家族と認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐ
  「チームオレンジ」を地域ごとに整備できるよう支援します。

■研究開発・デジタル化の促進

 ・ICTを活用した行方不明高齢者を早期に発見するしくみを構築します。

■若年性認知症施策の推進 
 ・若年性認知症に関する知識の普及・啓発や、若年性認知症支援コーディネーター等による  
  就労継続支援等を推進します。 

（人） （人）

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」
（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業）を基に推計

○認知症高齢者の状況（推計）
認知症高齢者の推計

65歳以上人口

 （１）高知版地域包括ケアシステムの構築

新

拡

新

新

現状・課題 令和３年度の取り組み

【医薬品の適正使用等の推進】

■本県はジェネリック医薬品（GE医薬品）の使用割合が全国45位と、とても低い状況です。
■重複・多剤投薬による健康被害のリスクに関する理解の向上及び薬剤師による服薬確認
 の徹底が必要です。

 ⇒ ＧＥ医薬品の使用促進や、重複多剤投薬の是正等による患者ＱＯＬの向上につなげる
   取り組みの強化が必要です。

【在宅患者への服薬支援】

■薬局薬剤師の在宅訪問実績は、在宅服薬支援事業の開始当初に比べ約２倍に増加しており、
 着実に薬局・薬剤師の在宅医療への参画が進んでいます。
■有効で安全な薬物療法を切れ目なく継続的に受けられるよう、広域の薬局間、病院及び薬
 局薬剤師、多職種と連携し、入退院時等の服薬情報の共有体制が必要となっています。
 ⇒ 在宅での服薬支援体制の強化、連携体制の強化に取り組むことが必要です。

○後発医薬品使用割合（数量ベース）

安芸 中央東 中央西 須崎 幡多 高知市 計
保険薬局数(a) R3.2 28 55 39 27 41 183 373

在宅訪問実績あり H28.7 5 9 11 2 4 64 95
在宅訪問実績あり(b) R3.2 12 27 20 11 17 101 188

43% 49% 51% 41% 41% 55% 50%
8 16 17 5 9 80 135

29% 29% 44% 19% 22% 44% 36%

福祉保健所

b/a(%)
地域支援体制加算届出(c)

c/a(%)

【在宅患者への服薬支援】
■ICTを活用した在宅患者への服薬支援
 ・テレビ電話等によるあったかふれあい
  センターでの健康相談や「高知家＠ラ
  イン」による多職種連携等のICTを活用
  した服薬支援体制を整備します。
■人材育成
 ・在宅訪問指導薬剤師による地域での研
  修を実施し、在宅訪問薬剤師の育成を
  します。
■連携強化
 ・病院及び薬局薬剤師等の連携体制を強
  化し、入退院時等にも切れ目のない服
  薬情報を共有する体制を整備します。

【医薬品の適正使用等の推進】

■ＧＥ医薬品の使用促進と重複・多剤投薬
 の是正等による患者ＱＯＬの向上
 ・GE医薬品の使用促進に向け、地域 
  フォーミュラリの導入に関する検討を
  進めます。
 ・重複・多剤投薬の是正に向け、患者へ
  の個別通知に加え薬局薬剤師による
  訪問指導を実施します。

拡

拡

拡

令和３年度の取り組み

新

新

広域の薬局間連携体制の整備ＩＣＴ活用（非対面での服薬支援体制整備）

依頼

地域での人材育成等

ステージ1
報酬ルール等

○在宅訪問指導薬剤師
（各薬剤師会支部に２～３名配置）
・高度なスキル獲得のための研修受講

 
・地域での在宅訪問薬剤師の養成
 及び振り返り研修の実施
・相談対応等

あったかふれあいセンター等

 個別の
お薬相談

出前講座

薬局薬剤師

オンライン

中山間地域

ステージ2
同行訪問等

ステージ3
在宅訪問等

在宅訪問薬剤師の増加！
多職種連携強化

【ICT活用による
 限られた医療・介護人材での対応強化】

訪問か
オンライン

地域連携 広域連携
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目標
８０％

全国

位

【総合的な認知症施策の推進】

■認知症高齢者は令和17年まで増加を続け、令和７年には65歳以上人口のうち５人に１人が
 認知症となると推計されています。 

 ⇒ 認知症は誰もがなりうる身近なもので、地域地域で認知症の人が認知症とともに住み続 
   けられる地域づくりが必要です。

【総合的な認知症施策の推進】

■認知症に関する理解促進
 ・認知症のセルフチェックもできるリーフレット等により、認知症に関する知識の普及啓発
  を促進します。
■ゲートキーパー機能の強化
 ・かかりつけ医の認知症対応力向上研修後のフォローアップに取り組みます。
■認知症の早期発見・医療体制の充実
 ・相談員を配置するなど、認知症疾患医療センターの体制を強化します。
■地域で安心して生活できる支援体制の充実
 ・認知症のご本人や家族と認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐ
  「チームオレンジ」を地域ごとに整備できるよう支援します。

■研究開発・デジタル化の促進

 ・ICTを活用した行方不明高齢者を早期に発見するしくみを構築します。

■若年性認知症施策の推進 
 ・若年性認知症に関する知識の普及・啓発や、若年性認知症支援コーディネーター等による  
  就労継続支援等を推進します。 

（人） （人）

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」
（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業）を基に推計

○認知症高齢者の状況（推計）
認知症高齢者の推計

65歳以上人口

 （１）高知版地域包括ケアシステムの構築

新

拡

新

新

現状・課題 令和３年度の取り組み

【医薬品の適正使用等の推進】

■本県はジェネリック医薬品（GE医薬品）の使用割合が全国45位と、とても低い状況です。
■重複・多剤投薬による健康被害のリスクに関する理解の向上及び薬剤師による服薬確認
 の徹底が必要です。

 ⇒ ＧＥ医薬品の使用促進や、重複多剤投薬の是正等による患者ＱＯＬの向上につなげる
   取り組みの強化が必要です。

【在宅患者への服薬支援】

■薬局薬剤師の在宅訪問実績は、在宅服薬支援事業の開始当初に比べ約２倍に増加しており、
 着実に薬局・薬剤師の在宅医療への参画が進んでいます。
■有効で安全な薬物療法を切れ目なく継続的に受けられるよう、広域の薬局間、病院及び薬
 局薬剤師、多職種と連携し、入退院時等の服薬情報の共有体制が必要となっています。
 ⇒ 在宅での服薬支援体制の強化、連携体制の強化に取り組むことが必要です。

○後発医薬品使用割合（数量ベース）

安芸 中央東 中央西 須崎 幡多 高知市 計
保険薬局数(a) R3.2 28 55 39 27 41 183 373

在宅訪問実績あり H28.7 5 9 11 2 4 64 95
在宅訪問実績あり(b) R3.2 12 27 20 11 17 101 188

43% 49% 51% 41% 41% 55% 50%
8 16 17 5 9 80 135

29% 29% 44% 19% 22% 44% 36%

福祉保健所

b/a(%)
地域支援体制加算届出(c)

c/a(%)

【在宅患者への服薬支援】
■ICTを活用した在宅患者への服薬支援
 ・テレビ電話等によるあったかふれあい
  センターでの健康相談や「高知家＠ラ
  イン」による多職種連携等のICTを活用
  した服薬支援体制を整備します。
■人材育成
 ・在宅訪問指導薬剤師による地域での研
  修を実施し、在宅訪問薬剤師の育成を
  します。
■連携強化
 ・病院及び薬局薬剤師等の連携体制を強
  化し、入退院時等にも切れ目のない服
  薬情報を共有する体制を整備します。

【医薬品の適正使用等の推進】

■ＧＥ医薬品の使用促進と重複・多剤投薬
 の是正等による患者ＱＯＬの向上
 ・GE医薬品の使用促進に向け、地域 
  フォーミュラリの導入に関する検討を
  進めます。
 ・重複・多剤投薬の是正に向け、患者へ
  の個別通知に加え薬局薬剤師による
  訪問指導を実施します。

拡

拡

拡

令和３年度の取り組み

新

新

広域の薬局間連携体制の整備ＩＣＴ活用（非対面での服薬支援体制整備）

依頼

地域での人材育成等

ステージ1
報酬ルール等

○在宅訪問指導薬剤師
（各薬剤師会支部に２～３名配置）
・高度なスキル獲得のための研修受講

 
・地域での在宅訪問薬剤師の養成
 及び振り返り研修の実施
・相談対応等

あったかふれあいセンター等

 個別の
お薬相談

出前講座

薬局薬剤師

オンライン

中山間地域

ステージ2
同行訪問等

ステージ3
在宅訪問等

在宅訪問薬剤師の増加！
多職種連携強化

【ICT活用による
 限られた医療・介護人材での対応強化】

訪問か
オンライン

地域連携 広域連携
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現状・課題 令和３年度の取り組み

【地域医療構想の推進】

■病床の転換に向けた改修やダウンサイジングの実行
 ・回復期への転換に向け必要な施設の改修や設備整備を支援します。
 ・回復期病床を有する診療所への新設や設備整備への支援を行います。
 ・ダウンサイジングを行う際の施設改修などを支援、及び給付金を支給します。
 

【地域医療構想の推進】

■本県の病床数（10万人当たり）は全国1位となっており、また療養病床及び介護医療院も、全国
 1位となっています。ただし、その他の高齢者向け施設は全国下位であり、6施設全体の合計で 
 は全国16位となっています。
■療養病床に入院している患者のうち、36.4%は老人福祉施設等の「療養病床以外の施設が相応
 しい」とする意見もあります。

 ⇒ 患者の意向に沿った療養環境の確保が必要です。

【救急医療の確保・充実】

■救急医療関係機関の連携強化
 ・三次・二次救急医療機関間の連携の仕組みを検討します。

■ＩＣＴを活用した救急医療体制の強化・充実
 ・医療機関の応需情報や画像伝送システム等の活用による迅速かつ適切な救急医療を提供し
  ます。

■適正受診に向けた啓発
 ・テレビ、ラジオ等を通じた適正受診の啓発を行います。

■適正受診を支援する電話相談等の実施
 ・小児救急電話相談（#8000）を継続し、夜間のお子さんの急病時に専門の看護師が適切な
  対応を助言します。

【救急医療の確保・充実】

■こうち医療ネットを運用し、救急車と医療機関がリアルタイムに患者情報を共有できるように
 なり、重症患者の救急搬送がよりスムーズに行われるようになりました。

■適正受診の啓発や、休日夜間の救急医療提供体制の維持、充実を図ることにより、救急医療機
 関の機能維持に努めているものの、未だ軽症患者の救急車による搬送や三次救急医療機関への
 救急搬送が多くなっている傾向が続いています。 

 ⇒ 救急医療機関と消防機関の連携体制の充実や、救急医療体制のさらなる強化に加え、適正  
   受診の継続的な啓発が必要です。

【へき地医療の確保】

■医療従事者の確保
 ・自治医科大学への負担金の支出、県外私立大学への寄附講座の設置などにより新規参入医師
  の確保に努めます。

■医療従事者への支援
 ・へき地医療機関への代診制度の整備を進め、へき地医療機関に勤務する医師の負担軽減を図
  ります。
■医療提供体制への支援
 ・へき地医療拠点病院以外の医療機関からへき地診療所への医師派遣にかかる経費を助成しま
  す。
 ・離島の患者輸送にかかる経費を助成します。

【へき地医療の確保】

■へき地の第一線の医療機関における医師確保が困難になっており、本県においても無医地区、
 無歯科医地区の地域が多く残っています。
■中山間地域の医療において中核的な機能を担ってきた病院の医師が不足しており、二次保健医
 療圏内での医療完結やへき地医療拠点病院の後方支援体制の確保が困難となりつつあります。 

 ⇒ へき地の医療を確保するための医療従事者の確保及び環境整備が必要です。

＜現状の病床＞

急性期

回復期

慢性期

高度急性期 

休棟等

　将来の医療需要に応じた医療提供体制の構築に向け、医療機関が実施
する病床転換への支援や、療養病床から介護医療院等への転換の支援を
通じて、患者のＱＯＬの向上を目指す  

急性期
急
性
期
及
び
慢
性
期
は
過
剰
で
あ
る
が
、

回
復
期
は
不
足

高齢者向け施設 
在宅医療等

急性期

回復期

慢性期

介護医療院
その他高齢者向け施設

 在宅医療等

高度急性期 
＜2025年（地域医療構想推計年度）＞

将
来
の
医
療
需
要
に
応
じ
た

適
正
な
バ
ラ
ン
ス
へ

転
換

一般病床0.3%

医療療養
36.2%

介護療養
27.1%老人保健施設3.3%

老人福祉施設10.0%

自宅5.6%

その他介護施設
4.6%

その他12.9%

36.4%

○療養病床入院患者の相応しい施設

＜病院の退院支援担当者の意見＞ 

「療養病床（介護療養を含む）の入院患者のうち、
36.4 ％は療養病床以外の施設が相応しい。」

※出典 H27高知県療養病床実態調査結果（医療療養・介護療養）

 （３）医療・介護・福祉インフラの確保

拡

○救命救急センター（三次救急医療機関）　に救急
　 搬送の約４割が集中 　　　　　　　　　　　　（％）

出典：救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査

年 H27 H28 H29 H30 R1

近森 15.7 17.3 16.8 15.7 16.8

日赤 13.7 14.8 15.2 14.9 14.1

医療センター 9.8 10.8 10.7 9.7 9.3

計 39.2 42.9 42.7 40.3 40.2

■救急車で搬送した患者の約４割が軽症患者

出典：救急救助の現況

全国

高知県

療養病床 介護医療院

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

有料老人ホーム サービス付き高齢者住宅

○高齢者向け6施設の病床数等（75歳以上人口千人当たり）※（）は全国順位

(1) (44)(1) (45) (34)(20)

新
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現状・課題 令和３年度の取り組み

【地域医療構想の推進】

■病床の転換に向けた改修やダウンサイジングの実行
 ・回復期への転換に向け必要な施設の改修や設備整備を支援します。
 ・回復期病床を有する診療所への新設や設備整備への支援を行います。
 ・ダウンサイジングを行う際の施設改修などを支援、及び給付金を支給します。
 

【地域医療構想の推進】

■本県の病床数（10万人当たり）は全国1位となっており、また療養病床及び介護医療院も、全国
 1位となっています。ただし、その他の高齢者向け施設は全国下位であり、6施設全体の合計で 
 は全国16位となっています。
■療養病床に入院している患者のうち、36.4%は老人福祉施設等の「療養病床以外の施設が相応
 しい」とする意見もあります。

 ⇒ 患者の意向に沿った療養環境の確保が必要です。

【救急医療の確保・充実】

■救急医療関係機関の連携強化
 ・三次・二次救急医療機関間の連携の仕組みを検討します。

■ＩＣＴを活用した救急医療体制の強化・充実
 ・医療機関の応需情報や画像伝送システム等の活用による迅速かつ適切な救急医療を提供し
  ます。

■適正受診に向けた啓発
 ・テレビ、ラジオ等を通じた適正受診の啓発を行います。

■適正受診を支援する電話相談等の実施
 ・小児救急電話相談（#8000）を継続し、夜間のお子さんの急病時に専門の看護師が適切な
  対応を助言します。

【救急医療の確保・充実】

■こうち医療ネットを運用し、救急車と医療機関がリアルタイムに患者情報を共有できるように
 なり、重症患者の救急搬送がよりスムーズに行われるようになりました。

■適正受診の啓発や、休日夜間の救急医療提供体制の維持、充実を図ることにより、救急医療機
 関の機能維持に努めているものの、未だ軽症患者の救急車による搬送や三次救急医療機関への
 救急搬送が多くなっている傾向が続いています。 

 ⇒ 救急医療機関と消防機関の連携体制の充実や、救急医療体制のさらなる強化に加え、適正  
   受診の継続的な啓発が必要です。

【へき地医療の確保】

■医療従事者の確保
 ・自治医科大学への負担金の支出、県外私立大学への寄附講座の設置などにより新規参入医師
  の確保に努めます。

■医療従事者への支援
 ・へき地医療機関への代診制度の整備を進め、へき地医療機関に勤務する医師の負担軽減を図
  ります。
■医療提供体制への支援
 ・へき地医療拠点病院以外の医療機関からへき地診療所への医師派遣にかかる経費を助成しま
  す。
 ・離島の患者輸送にかかる経費を助成します。

【へき地医療の確保】

■へき地の第一線の医療機関における医師確保が困難になっており、本県においても無医地区、
 無歯科医地区の地域が多く残っています。
■中山間地域の医療において中核的な機能を担ってきた病院の医師が不足しており、二次保健医
 療圏内での医療完結やへき地医療拠点病院の後方支援体制の確保が困難となりつつあります。 

 ⇒ へき地の医療を確保するための医療従事者の確保及び環境整備が必要です。

＜現状の病床＞

急性期

回復期

慢性期

高度急性期 

休棟等

　将来の医療需要に応じた医療提供体制の構築に向け、医療機関が実施
する病床転換への支援や、療養病床から介護医療院等への転換の支援を
通じて、患者のＱＯＬの向上を目指す  

急性期
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介護医療院
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 在宅医療等

高度急性期 
＜2025年（地域医療構想推計年度）＞
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療
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一般病床0.3%

医療療養
36.2%

介護療養
27.1%老人保健施設3.3%

老人福祉施設10.0%

自宅5.6%

その他介護施設
4.6%

その他12.9%

36.4%

○療養病床入院患者の相応しい施設

＜病院の退院支援担当者の意見＞ 

「療養病床（介護療養を含む）の入院患者のうち、
36.4 ％は療養病床以外の施設が相応しい。」

※出典 H27高知県療養病床実態調査結果（医療療養・介護療養）

 （３）医療・介護・福祉インフラの確保

拡

○救命救急センター（三次救急医療機関）　に救急
　 搬送の約４割が集中 　　　　　　　　　　　　（％）

出典：救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査

年 H27 H28 H29 H30 R1

近森 15.7 17.3 16.8 15.7 16.8

日赤 13.7 14.8 15.2 14.9 14.1

医療センター 9.8 10.8 10.7 9.7 9.3

計 39.2 42.9 42.7 40.3 40.2

■救急車で搬送した患者の約４割が軽症患者

出典：救急救助の現況

全国

高知県

療養病床 介護医療院

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

有料老人ホーム サービス付き高齢者住宅

○高齢者向け6施設の病床数等（75歳以上人口千人当たり）※（）は全国順位

(1) (44)(1) (45) (34)(20)
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＜乳幼児健診の受診率の状況＞

１歳６か月児健診受診率

全国

高知県

年度 年度

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」　　※H26∼29高知県数値は県健康対策課調査　

高知
％

全国
％

出生数

全国
％

高知
％

出典：厚生労働省「人口動態調査」 

低出生体重児(2,500g未満)の割合 超低出生体重児(1,000g未満)の割合

(%)

(年)

(%) (人)

(年)

(%)

現状・課題 令和３年度の取り組み

＜子育て世代包括支援センター今後の設置予定＞
   ・令和２年度：11町村
   ・令和３年度以降：４町村
      ↓
   ・令和４年度に全市町村設置

【妊娠期から乳幼児期の支援体制の強化】

（妊娠期からの継続的な支援）

 ■市町村子育て世代包括支援センター（母子保健型）の設置が進み、妊娠早期から支援する
  体制が整ってきましたが、市町村の母子保健事業の取組状況にばらつきがあります。
 ■産婦の約1/3が心身の疲れ・痛みなど体調不良の状態にあり、また、産前産後は精神的に
  不安定な時期で、約１割が産後うつを発症すると言われています。
  ⇒ 母子健康手帳交付時の全産婦へのアセスメントの強化と妊娠から出産･育児までの包括
    的な支援体制が必要です。
    また、多職種･多機関が連携した周産期メンタル不調への支援が必要です。

（早産予防を目的とした母体管理の徹底）

 ■妊婦健診で早産予防のための検査（子宮頸管長測定・細菌検査）を実施したことで、妊娠
  期間を延長できたケースが増加しました。

   ⇒ 引き続き、早産予防の取組の継続が必要です。

(%)

（健やかな子どもの成長・発達への支援）

 ■乳幼児健診の受診率は全国水準となりましたが、未受診児が一定数存在しています。

 ■女性の専門相談窓口を周知することにより、学校や養護施設等関係者からの相談が増加して
  います。

  ⇒ 家庭訪問による乳幼児健診の受診勧奨の継続や、要支援家庭への
    確実なフォロー体制の強化が必要です。

3歳児健診受診率

拡

【妊娠期から乳幼児期の支援体制の強化】

（妊娠期からの継続的な支援）

 ■子育て世代包括支援センターの設置・運営を支援します。

 ■市町村の母子保健コーディネーターや保健師のスキルアップ研修会を実施します。

 ■全市町村が参加するセンター連絡調整会議を開催します。
 ■市町村保健師や産科・精神科医療機関の医師・助産師などによる周産期メンタルヘルス対
  策評価検討会で産婦健康診査事業の精度管理等を行い、周産期メンタルヘルス対策の強化
  に取り組みます。

 ■母子保健支援事業費補助金を拡充して、妊産婦への身体・心理的支援や生活・育児援助に
  加え、新たに休日の両親学級開催への支援など、市町村の産前・産後ケアサービスの拡充
  を支援します。

 

（早産予防を目的とした母体管理の徹底）

 ■市町村が実施する膣分泌物の細菌培養検査への助成を継続します。

（健やかな子どもの成長・発達への支援）

 ■母子保健支援事業費補助金を活用した市町村の専門職の家庭訪問による乳幼児健診の受診
  勧奨（育児支援を含む）の取り組みへの支援を継続します。

 ■母子保健指導者基本研修会の開催により乳幼児健診の充実強化を図ります。

 ■市町村の母子保健と児童福祉(虐待部門)合同ヒアリングにより、養育支援家庭への対応を
  強化し、虐待予防と早期発見に取り組みます。

黄：設置済み
青：令和２年度設置
白：令和３年度以降設置予定
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＜乳幼児健診の受診率の状況＞

１歳６か月児健診受診率

全国

高知県

年度 年度

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」　　※H26∼29高知県数値は県健康対策課調査　

高知
％

全国
％

出生数

全国
％

高知
％

出典：厚生労働省「人口動態調査」 

低出生体重児(2,500g未満)の割合 超低出生体重児(1,000g未満)の割合

(%)

(年)

(%) (人)

(年)

(%)

現状・課題 令和３年度の取り組み

＜子育て世代包括支援センター今後の設置予定＞
   ・令和２年度：11町村
   ・令和３年度以降：４町村
      ↓
   ・令和４年度に全市町村設置

【妊娠期から乳幼児期の支援体制の強化】

（妊娠期からの継続的な支援）

 ■市町村子育て世代包括支援センター（母子保健型）の設置が進み、妊娠早期から支援する
  体制が整ってきましたが、市町村の母子保健事業の取組状況にばらつきがあります。
 ■産婦の約1/3が心身の疲れ・痛みなど体調不良の状態にあり、また、産前産後は精神的に
  不安定な時期で、約１割が産後うつを発症すると言われています。
  ⇒ 母子健康手帳交付時の全産婦へのアセスメントの強化と妊娠から出産･育児までの包括
    的な支援体制が必要です。
    また、多職種･多機関が連携した周産期メンタル不調への支援が必要です。

（早産予防を目的とした母体管理の徹底）

 ■妊婦健診で早産予防のための検査（子宮頸管長測定・細菌検査）を実施したことで、妊娠
  期間を延長できたケースが増加しました。

   ⇒ 引き続き、早産予防の取組の継続が必要です。

(%)

（健やかな子どもの成長・発達への支援）

 ■乳幼児健診の受診率は全国水準となりましたが、未受診児が一定数存在しています。

 ■女性の専門相談窓口を周知することにより、学校や養護施設等関係者からの相談が増加して
  います。

  ⇒ 家庭訪問による乳幼児健診の受診勧奨の継続や、要支援家庭への
    確実なフォロー体制の強化が必要です。

3歳児健診受診率

拡

【妊娠期から乳幼児期の支援体制の強化】

（妊娠期からの継続的な支援）

 ■子育て世代包括支援センターの設置・運営を支援します。

 ■市町村の母子保健コーディネーターや保健師のスキルアップ研修会を実施します。

 ■全市町村が参加するセンター連絡調整会議を開催します。
 ■市町村保健師や産科・精神科医療機関の医師・助産師などによる周産期メンタルヘルス対
  策評価検討会で産婦健康診査事業の精度管理等を行い、周産期メンタルヘルス対策の強化
  に取り組みます。

 ■母子保健支援事業費補助金を拡充して、妊産婦への身体・心理的支援や生活・育児援助に
  加え、新たに休日の両親学級開催への支援など、市町村の産前・産後ケアサービスの拡充
  を支援します。

 

（早産予防を目的とした母体管理の徹底）

 ■市町村が実施する膣分泌物の細菌培養検査への助成を継続します。

（健やかな子どもの成長・発達への支援）

 ■母子保健支援事業費補助金を活用した市町村の専門職の家庭訪問による乳幼児健診の受診
  勧奨（育児支援を含む）の取り組みへの支援を継続します。

 ■母子保健指導者基本研修会の開催により乳幼児健診の充実強化を図ります。

 ■市町村の母子保健と児童福祉(虐待部門)合同ヒアリングにより、養育支援家庭への対応を
  強化し、虐待予防と早期発見に取り組みます。

黄：設置済み
青：令和２年度設置
白：令和３年度以降設置予定

42 43



44 45



46

　
 

　県内のスポーツ施設や飲食店などで提示するだけで特典が受けられ、使うほど元気になれ
る「高知家健康パスポート」。平成28年９月から開始し、幅広い世代の方々に取得いただ
いています。
　さらに多くの県民の皆様に健康づくりに取り組んでいただけるよう、健康パスポートアプリを
大幅にリニューアルいたしました。 

《事業対象：20歳以上の県民》

高知家健康パスポートのランクアップについて

特集①

 高知家健康パスポート事業
《事業期間》 2016年９月１日～2022年３月31日

《20歳以上の県民対象》 

 高知家健康パスポートアプリ
　　　　　　　　◇１日8,000歩（65歳
　　　　　　　　　 以上の方は6,000歩）
　　　　　　　　　 以上歩くとブルーポイントが
　　　　　　　　　 １ポイント貯まる
◇朝晩の家庭血圧または体重の測定結
　 果を３日分記録するとグリーンポイントが
　 １ポイント貯まる
◇貯まったポイントを利用して、ランクアップや
   プレゼントキャンペーンに応募
◇アプリは右の二次元コードからダウンロード
　 できます【無料】

ピンクポイント【健診を受ける】
特定健診、がん検診、人間ドック、生活
習慣病予防健診、幼児健診など

ヘルシーポイント２色以上、合計３枚集めて、
申請すると、パスポートが取得できます。
※二次元コードでポイント取得できるようになりました。

運動イベントへの参加、プールやゴルフ場
などの運動施設の利用など

ブルーポイント【楽しく動く】

グリーンポイント【知る・参加する】
健康イベントへの参加､献血､ヘルシーな食
事、健康づくり支援薬局の相談利用など

① 参加施設で料金割引やプレゼントなどのおトクな
  サービスが受けられます！

② ヘルシーポイントを集めると
  素敵な賞品が当たります！

③ ヘルシーポイントを集めて
  パスポートをランクアップ！参加施設でさらに
  おトクなサービスが受けられるほか、ランク
  アップ者限定のプレゼント抽選があります！

パスポートアプリで設定した任意のグルー
プ対抗による歩数ポイント競争イベントを
2021年10月と2022年2月に開催予定！
家族や友人、職場など周りの方と一緒
にご参加ください。

大好評
４万8千人

突破！

ポイントを集めてパスポートⅠをGet！

アプリを使った歩数ポイント競争イベントを開催！

健康パスポートはおトクがいっぱい！

２色以上
３ポイントを

集めて

ピンクを含む
２色必須
40ポイント

集めて

 ３色必須※

 100ポイント
 集めて

３色必須
60ポイント

集めて

パスポートⅠ マイスターパスポートⅢパスポートⅡ

 ※指定ポイント数あり

1. アプリだけでパスポートの取得や
　　ランクアップすることができるようになりました。

2. 二次元コードを読み込むことにより、
　　アプリでヘルシーポイント取得することが　
　　できるようになりました。

７月から
新機能追加！
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生活習慣病予防に向けた
ポピュレーションアプローチの強化

特集②

  高知県の生活習慣の現状 

取り組み 官民協働による生活習慣病予防の総合啓発に取り組みます

●県民に届くプロモーション
による啓発の充実に取り
組みます

●事業所の健康経営に、従業員へ
の健康チャレンジを推進する取
り組み導入を支援します

●量販店等の民間企業による健康
チャレンジと連携した野菜摂取
や減塩に関する啓発充実に取り
組みます

■65歳までに亡くなる人数を死因別に全国と比較すると、不慮の事故を除いて、

 がん、脳卒中、心疾患の生活習慣病の割合が高い。

■特定健診結果による血糖値有所見者割合が、全国より高く、

 男女とも上昇傾向にある。【図】

■生活習慣の状況

（塩分）成人の58.3％は塩分過剰摂取（8g超え）

（運動）男女ともに１日平均歩数は全国最下位

（野菜）野菜摂取量の平均値は全国平均よりも多いが、目標の350g/日には達していない。

（飲酒）ほぼ毎日飲酒している者の割合、１日３合以上飲酒している者の割合が、男女とも全国より高い。

（喫煙）成人男性の28.6％が喫煙をしている。

【図】特定健診受診者の血糖値有所見者の割合     
         （HbA1c5.6%以上)

●生活習慣病の発症リスクを高めている血糖値上昇を改善する

 ための生活習慣が大切

●自然に健康に導く環境づくりの強化が必要

※HbA1c5.6%以上：要経過観察以上

男性（高知県）

男性（全国）

女性（高知県）

女性（全国）

出典・NDBデータ

  
　　特設サイトはこちらから（動画も配信しています。）
　　　　　　　　　https://kochi-kenkochallenge.jp/　
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現
状
・課

題

　日
本
一
の
健
康
長
寿
県
構
想
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

健
康
分
野

介
護
・福

祉
分
野

医
療
分
野

○
脳
梗
塞
等
の
発
症
予
防
対
策
の
強
化

・
A
Iが

予
測
し
た
治
療
復
帰
確
率
と
重
症
化
傾
向
を
活
用
し
、
高

 
血
圧
等
の
治
療
中
断
者
・
未
治
療
者
を
適
切
な
医
療
に
つ
な
げ

 
る
支
援

○
健
康
パ
ス
ポ
ー
ト
ア
プ
リ
の
新
た
な
生
活
様
式
へ
の
対
応

～
パ
ス
ポ
ー
ト
の
段
階
的
デ
ジ
タ
ル
化
の
導
入
～

・
非
接
触
・
非
対
面
に
よ
る
運
用
に
向
け
て
ア
プ
リ
機
能
を
充
実

・
自
宅
に
居
な
が
ら
の
健
康
づ
く
り
や
特
典
利
用
機
能
を
充
実

○
在
宅
患
者
へ
の
服
薬
支
援
の
推
進

・
あ
っ
た
か
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
等
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
を

 
活
用
し
た
お
薬
相
談
な
ど
、
在
宅
患
者
へ
の
非
対
面
型

 
の
服
薬
支
援
体
制
を
整
備

○
総
合
的
な
認
知
症
施
策
の
推
進

・認
知
症
ま
た
は
認
知
症
の
疑
い
の
あ
る
行
方
不
明
高
齢
者
の
早
期
発
見

　に
向
け
て
、G
PS
機
能
を
活
用
した

見
守
りサ
ー
ビス
の
実
施
を
支
援

○
障
害
の
特
性
等
に
応
じ
た
切
れ
目
の
な
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の

 
整
備

・
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
聴
覚
障
害
者
の
意
思
疎
通
支
援
の
た
め
、
遠

 
隔
手
話
通
訳
を
行
う
体
制
を
整
備

○
福
祉
・
介
護
人
材
の
確
保
対
策
の
推
進

・
職
員
の
負
担
軽
減
と
あ
わ
せ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

 
止
対
策
を
進
め
る
た
め
に
、
介
護
福
祉
機
器
・
福
祉
用
具
・
介
護

 
ロ
ボ
ッ
ト
、
IC
T
機
器
の
導
入
を
支
援

○
電
子
版
お
薬
手
帳
の
普
及
促
進

・
災
害
な
ど
の
緊
急
時
に
も
家
族
分
を
ま
と
め
て
確
認
で

 
き
る
電
子
版
お
薬
手
帳
を
普
及
促
進

　本
県
は
、全

国
に
先
駆
け
て
少
子
高
齢
化
と人

口
減
少
が
進
行
す
る
中
、医

療
・介

護
・福

祉
等
の
人
材
確
保
が
課
題
とな
って
い
る
こと
に
加
え
、中

山
間
地
域
が
県
土
の
ほ
とん
どを

占
め
る
特
性
が
あ
り、
そ
の
地
理
的
条
件
を
克
服
す
る
た
め
に
も
デ
ジ
タル

技
術
を活

用
して

効
率
的
か
つ
効
果
的
に
、医

療
・介

護
・福

祉
等
の
サ
ー
ビス
を提

供
す
る
必
要
が
あ
る
。

　ま
た
、ア
フタ
ー
コロ
ナ
の
時
代
を見

据
え
て
、新

しい
生
活
様
式
に
対
応
した

取
組
を各

関
連
施
策
に
お
い
て
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

　県
内
各
地
域
の
医
療
・介

護
・福
祉
等
の
サ
ー
ビス
資
源
をデ

ジ
タル

技
術
を
活
用
して

効
率
的
に
つ
な
ぐと
とも
に
、各

分
野
に
お
け
る
デ
ジ
タル

技
術
の
活
用
に
より
、県

民
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の

向
上
を
図
る
。

目
標

○
IC
T
を
活
用
し
た
救
急
医
療
体
制
の
充
実

・
こ
う
ち
医
療
ネ
ッ
ト
の
運
用
医
療
機
関
の
応
需
情
報
や

 
画
像
転
送
シ
ス
テ
ム
等
の
活
用
に
よ
り
迅
速
か
つ
適
切

 
な
救
急
医
療
を
提
供

〇
「
高
知
家
＠
ラ
イ
ン
」
を
活
用
し
た
在
宅
療
養
の
推
進

 
「
高
知
家
＠
ラ
イ
ン
」
は
、
患
者
の
同
意
の
も
と
IC
T
を
活
用
し
在
宅
療
養

 
に
係
る
情
報
を
支
援
者
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
共
有
す
る
ア
プ
リ
で
す
。

 
 
こ
の
ア
プ
リ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
援
者
は
迅
速
で
正
確
な
患
者

 
の
様
子
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で

 
よ
り
よ
い
療
養
生
活
を
送
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

IC
T
を
活
用
し
て
医
療
・
介
護
等
の
地
域
資
源
を
切
れ
目
な
く
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
推
進

急
性
期
病
院

回
復
期
病
院

外
来
・在

宅
緊
急
入
院

転
院

　　
　　
　　
　　
在
　宅

　療
　養

○
診
療
・治

療
歴

○
処
方
歴

○
検
査
情
報

○
介
護
情
報

○
治
療
内
容

○
検
査
情
報

○
看
護
記
録

○
治
療
内
容

○
検
査
情
報

○
リハ
ビリ
情
報

○
看
護
記
録

高
知

あ
ん

し
ん

ネ
ッ

ト
・

は
た

ま
る

ね
っ

と

○
緊
急
時
の
円
滑
な
対
応

○
効
率
的
な
検
査
の
実
施

○
薬
剤
ア
レ
ル
ギ
ー
の
排
除

○
効
率
的
な
治
療
とリ
ハ
ビリ

○
不
要
な
検
査
の
排
除

○
円
滑
な
退
院
調
整

円
滑
な
在
宅

へ
の
移
行 診
療
所
【
か
か
り
つ
け
医
】

（
外
来
・
在
宅
医
療
の
的
確
な
対
応
）

 
 
 
 
訪
問
看
護
S
T

 
 
（
適
切
な
在
宅
医
療
の
提
供
）

調
剤
薬
局

 
（
重
複
処
方
の
防
止
等
）

　
　
　
　
歯
科
診
療
所

（
診
療
・
処
方
情
報
の
把
握
）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
効
果
的
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
）

介
護
系
事
業
所

（
能
率
的
な
介
護

 
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

高
知
家
＠
ラ
イ
ン

（
こ
うち
け
あ
ら
い
ん
）

関
連
機
関
との
切
れ
目

の
な
い
情
報
共
有

　
　
　

＊

　
　
　

＊ か
か
り
つ
け
医

調
剤
薬
局

介
護
系
事
業
所
　
等

１
．
医
療
・介
護
・福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ネ
ット
ワ
ー
ク
化
の
推
進

２
．
各
分
野
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用

○
「
高
知
あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト
」
「
は
た
ま
る
ね
っ
と
」
を
活
用
し
た
適
切
な

　
医
療
の
推
進

 
「
高
知
あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト
」
及
び
「
は
た
ま
る
ね
っ
と
」
は
、
患
者
の
同

 
意
の
も
と
医
療
機
関
や
薬
局
、
介
護
事
業
所
が
保
有
す
る
情
報
を
IC
T
を

 
活
用
し
相
互
に
共
有
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
す
。

 
 
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ル
テ
や

 
画
像
、
薬
剤
情
報
等
を
事
業
所
間
で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

 
迅
速
か
つ
適
切
な
治
療
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
不
要
な
検
査
の
防
止
や

 
重
複
投
薬
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
結
果
と
し
て
医
療
費
の

 
低
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
　
　
＊

同
じ
情
報
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［
参
考
］
第
４
期
日
本
一
の
健
康
長
寿
県
構
想
Ve
r.2
とS
D
G
sの

17
ゴ
ー
ル
の
対
応
表

　■
第

４
期

日
本

一
の

健
康

長
寿

県
構

想
の

各
施

策
が

SD
Gs

の
どの

ゴ
ー

ル
に

該
当

す
る

か
を職

員
一

人
ひ

とり
が

意
識

す
る

こと
に

よ
り、

施
策

を
さら

に
ブ

ラッ
シ

ュア
ップ

させ
て

い
く（

相
関

関
係

は
下

記
の

とお
り）

　　
　　

　　
　　

　⇒
　県

庁
職

員
が

「S
D

Gs
を

意
識

し、
施

策
を進

め
る

こと
」を

県
政

運
営

指
針

に
盛

り込
む

予
定

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　■
総

合
戦

略
な

ど県
の

各
種

施
策

に
多

くの
事

業
者

や
県

民
の

皆
さま

に
ご

参
画

い
た

だ
くこ

とで
、S

D
Gs

の
理

解
促

進
や

取
り組

み
意

欲
の

喚
起

に
つ

な
げ

る
　　

　　
　　

　⇒
　S

D
Gs

と関
連

付
け

た
政

策
広

報
や

、県
内

事
業

者
の

SD
Gs

達
成

に
向

け
た

取
り組

み
事

例
の

紹
介

な
どを

実
施

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　S

D
Gs

の
17

の
ゴ

ー
ル

１
 

貧
困

を
な

くそ
う

２
飢

餓
を

　
ゼ

ロに

3
す

べ
て

の
人

に
健

康
と福

祉
を

４
質

の
高

い
教

育
を

み
ん

な
に

５
ジ

ェン
ダー

平
等

を
実

現
しよ

う

６
安

全
な

水
とト

イレ
を

世
界

中
に

７ エネ
ル

ギ
ー

を
み

ん
な

に
そし

て
クリ

ー
ンに

８
働

き
が

い
も

経
済

成
長

も

９
産

業
と技

術
革

新
の

基
礎

を
つ

く
ろ

う

10
人

や
国

の
不

平
等

を
な

くそ
う

11
住

み
続

け
られ

る
まち

づ
くり

を

12
つ

くる
責

任
つ

か
う

責
任

13
気

候
変

動
に

具
体

的
な

対
策

を

14
海

の
豊

か
さ

を
守

ろ
う

15
陸

の
豊

か
さ

を守
ろ

う

16
平

和
と公

正
を

す
べ

て
の

人
に

17
パ

ー
トナ

ー
シ

ップ
で

目
標

を
達

成
しよ

う

【柱
Ⅰ

】
 健

康
寿

命
の

延
伸

 に
向

け
た

意
識

醸
 成

と行
動

変
容

　(
１

)健
康

づ
くり

と疾
病

予
防

●
●

●
　

　
　

　
　

●
●

　(
２

)疾
病

の
早

期
発

見
・早

期
治

療
●

●
　

　
　

　
　

　
●

●

【柱
Ⅱ

】
 地

域
で

支
え

合
う

 医
療

・介
護

・福
 祉

サ
ー

ビス
提

供
 体

制
の

確
立

と
 ネ

ット
ワ

ー
クの

強
 化

　(
１

)高
知

版
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

●
●

●
●

●
　

　
●

　
　

●
●

　
　

　
　

●
●

　(
２

)障
害

な
どに

よ
り支

援
を

要
す

る
人

が
　　

　　
い

き
い

き
と暮

らせ
る

環
境

づ
くり

●
　

●
●

●
　

　
●

　
●

　
　

　
　

　
●

　(
３

)医
療

・介
護

・福
祉

イン
フラ

の
確

保
●

　
●

●
　

　
　

　
　

●
●

　
　

　
　

●
●

　(
４

)医
療

・介
護

・福
祉

人
材

の
確

保
対

策
●

●
　

　
　

●
　

●
●

【柱
Ⅲ

】
子

ども
た

ち
を

守
り

育
て

る
環

境
づ

くり

　(
１

)高
知

版
ネ

ウボ
ラの

推
進

●
●

●
●

●
　

　
　

　
●

●
●

　
　

　
●

●

　(
２

)厳
しい

環
境

に
あ

る
子

ども
た

ち
へ

の
支

援
●

　
●

●
　

　
　

●
　

　
　

　
　

　
　

●
●
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もっとこの構想を知りたい！ 高知県　日本一　構想 検索 クリック！

「日本一の健康長寿県構想」についての 問い合わせ　：　県健康長寿政策課　tel 088-823-9683

テーマ お問い合わせ先 相談時間等
※祝日、年末年始を除く

障害者の雇用促進に関する相談

県障害保健支援課　　　　  　　　  tel　088-823-9560 月～金 　8:30～17:15

安芸公共職業安定所　　　　　　 　tel　0887-34-2111
高知公共職業安定所　　　　　　　 tel　088-878-5323
　　　　〃　　　　（香美出張所） tel　0887-53-4171
いの公共職業安定所　　　　　　　 tel　088-893-1225
須崎公共職業安定所　　　　　　　 tel　0889-42-2566
四万十公共職業安定所　　　　　　 tel　0880-34-1155

月～金 　8:30～17:15

子どもの発達に関する相談

県立療育福祉センター
　 発達障害者支援センター　　　　tel　088-844-1247
　 通園事業部　　　   　　　　　　tel　088-844-5155
県中央児童相談所
　 心理支援部　　　　　　　　　　tel　088-821-6700
　 心理支援部（療育手帳関係）　　tel　088-844-0035
県幡多児童相談所　　　　　　　　 tel　0880-37-3159

月～金　8:30～17:15

子どもの相談
・虐待、不登校、非行相談
・しつけ、性格、心身の発達相談
・児童の養護に関する相談

県中央児童相談所　　  　　　　 　 tel　088-821-6700
月～金　8:30～17:15

・児童虐待は24時間対応県幡多児童相談所　　  　　　　 　 tel　0880-37-3159

子どもと家庭の110番　　　　　　 tel　088-872-0099 毎 日 　9:00～18:00
（年末年始を除く）

児童家庭支援センター
　 高知みその（高知市）　　　　　tel　088-872-6488
 　高知ふれんど（高知市）　　　　tel　088-803-5550
　 ひだまり（佐川町）　　　　　　tel　0889-20-0203
    わかくさ（四万十市）　　　　　tel　0880-31-0311
　 ぷらうらんど（田野町）　　　　tel　0887-37-9915

毎日 8:30～18:00（年中無休）
月～土　9:00～17:00
月～金　8:30～17:30

 毎日 9:00～17:00（年中無休）
月～金　9:00～17:00

母子､父子､寡婦の福祉相談 県子ども・子育て支援課       　　　tel　088-823-9654 月～金　8:30～17:15

ひとり親家庭等の就業相談、
支援制度に関する相談

ひとり親家庭等就業・自立支援センター　
　   　　　　　　 　　　　　　　　tel　088-875-2500

月　　　8:30～17:00
火・木　8:30～19:30
水・金　8:30～17:15

   土         9:00～12:00、
              13:00～17:00

女性のための相談（一般相談・専門
相談︓法律相談・こころの相談）

こうち男女共同参画センターソーレ　tel　088-873-9100

一般相談︓月～金  9:00～12:00、
　　　　　　　 13:00～17:00
法律相談︓第2･4木曜日
　　　　　　　 14:00～16:00
こころの相談︓第1･3木曜日 　 
　　　　　　  14:00～16:00
（各相談︓第2水曜、祝日、年末年始を除く）

女性の就労相談 高知家の女性しごと応援室　　　　 tel　088-873-4510
月　　　9:00～17:00
火・木　9:00～18:00
土　　 10:00～17:00

妊娠・出産・乳幼児期の子育て
相談

こうちプレマnet                                    
https://www.premanet.pref.kochi.lg.jp
（プレママ相談）     　                tel   088-855-8533 　　

　　　　　 　     E-mail:kochijosanshishien@aroma.ocn.ne.jp

電話:月～金   9:00～17:00
メール︓24時間

（年末年始を除く）

市町村の子育て世代包括支援センター
                 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401/2019102300169.html
市町村の地域子育て支援センター            
                 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401/centerichiran.html
お問い合わせ先等は県子ども・子育て支援課のホームページをご覧ください。

最寄りの相談窓口 所管区域 電話番号

安芸福祉保健所 室戸市･安芸市･東洋町･奈半利町･田野町･安田町･北川村･馬路村･芸西村 0887-34-3175

中央東福祉保健所 南国市･香南市･香美市･本山町･大豊町･土佐町･大川村 0887-53-3171

中央西福祉保健所 土佐市･いの町･仁淀川町･佐川町･越知町･日高村 0889-22-1240

須崎福祉保健所 須崎市･中土佐町･梼原町･津野町･四万十町 0889-42-1875

幡多福祉保健所 宿毛市･土佐清水市･四万十市･大月町･三原村･黒潮町 0880-35-5979

高知市保健所 高知市
健康増進課
088-803-8005


